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尼崎市公文書管理指針 新旧対照表（案） 
 

改正後 現行 

４ 文書等の作成等 

（文書等の作成） 

第４条 実施機関の職員は、第１条の目的の

達成に資するため、当該実施機関における

経緯も含めた意思決定に至る過程又は当該

実施機関の事務若しくは事業の実績を合理

的に跡付け、又は検証することができるよ

うに、文書等を作成しなければならない。た

だし、処理に係る事案が軽微なものである

場合は、この限りでない。 

●趣旨 

 略 

(１) 文書等の作成が義務付けられない要件（た

だし書関係） 

略 

(２) 意思決定に至る過程の文書等の作成 

本条では、職員が政策形成等を行う際の重

要な参考資料として、また、市民が市の諸活

動の検証等を行うための資料として利用す

る場合等を想定し、その事案を扱った実施機

関における最終的な意思決定事項だけでな

く、その決定に至った経緯や過程等が明らか

になるように、また、その実施機関における

事務・事業の実績が確認できるように、職員

が文書等を作成することとしている。 

ア 文書等に記載する内容 

略 

イ 会議等の記録 

略 

ウ 重要な交渉又は要望等への対応の記録 

重要な交渉、市に対する重要な要望等へ

の対応については、事案によっては事後に

検証が必要になる場合があるため、次に掲

げるものについては記録を作成するもの

とする。作成に当たっては、日時、内容等

を客観的視点でもって、正確・公平・公正

に記録しなければならない。 

(ア) 公有財産の取得、管理及び処分、用

地取得、補償等に関する権利者、相

手方との交渉等 

(イ) 行政手続法上の申請に対する処分

のうち申請を拒否する処分や不利

益処分の前段階でなされる相手方

との交渉等 

(ウ) 給付事務、賦課事務、違反指導事務

４ 文書等の作成等 

（文書等の作成） 

第４条 実施機関の職員は、第１条の目的の

達成に資するため、当該実施機関における

経緯も含めた意思決定に至る過程又は当該

実施機関の事務若しくは事業の実績を合理

的に跡付け、又は検証することができるよ

うに、文書等を作成しなければならない。た

だし、処理に係る事案が軽微なものである

場合は、この限りでない。 

●趣旨 

 略 

(１) 文書等の作成が義務付けられない要件（た

だし書関係） 

略 

(２) 意思決定に至る過程の文書等の作成 

本条では、職員が政策形成等を行う際の重

要な参考資料として、また、市民が市の諸活

動の検証等を行うための資料として利用す

る場合等を想定し、その事案を扱った実施機

関における最終的な意思決定事項だけでな

く、その決定に至った経緯や過程等が明らか

になるように、また、その実施機関における

事務・事業の実績が確認できるように、職員

が文書等を作成することとしている。 

ア 文書等に記載する内容 

略 

イ 会議等の記録 

略 

ウ 重要な交渉又は要望等への対応の記録 

重要な交渉、市に対する重要な要望等へ

の対応については、事案によっては事後に

検証が必要になる場合があるため、次に掲

げるものについては記録を作成するもの

とする。作成に当たっては、日時、内容等

を客観的視点でもって、正確・公平・公正

に記録しなければならない。 

(ア) 公有財産の取得、管理及び処分、用

地取得、補償等に関する権利者、相

手方との交渉等 

(イ) 行政手続法上の申請に対する処分

のうち申請を拒否する処分や不利

益処分の前段階でなされる相手方

との交渉等 

(ウ) 給付事務、賦課事務、違反指導事務

資料７ 
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改正後 現行 

等における行政処分、行政指導に関

する要望等 

(エ) その他重要な交渉又は要望等 

エ 紛争等に発展することが予測される事

案の対応等の記録 

一定期間継続しかつ反復してなされる

要望等の事案については、当初は軽微な事

案であっても、将来、紛争等に発展し得る

性格の事案もあり、紛争等に至った場合

は、事実関係等について立証が必要とな

る。 

こうした事案については、紛争等が予測

できる状況に至った段階で、必要と認める

場合は、事案発生の経緯、発生後の経過及

び対応等についての記録を作成すること

が望ましい。 

作成に当たっては、日時、内容等を客観

的視点でもって、正確・公平・公正に記録

しなければならない。 

オ 歴史的公文書が含まれている可能性が

高い公文書 

重要度の高い公文書については、歴史的

公文書に該当するものが含まれている可

能性が高いことから、特に、当該事案の背

景や経緯、その判断に至るポイント等を明

らかにしておく必要がある。 

別表「比較的重要度の高い公文書の類

型」（１０年以上の保存期間が設定されて

いるもの）の重要度の高い公文書につい

て、職員は、当該類型を参酌して、文書等

を作成するものとする。（各実施機関の所

管課の事務・事業の内容は多様であり、当

該類型に当てはまらない場合があること

から「参酌」としている。） 

(３) その他 

略 

等における行政処分、行政指導に関

する要望等 

(エ) その他重要な交渉又は要望等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

エ 歴史的公文書が含まれている可能性が

高い公文書 

重要度の高い公文書については、歴史的

公文書に該当するものが含まれている可

能性が高いことから、特に、当該事案の背

景や経緯、その判断に至るポイント等を明

らかにしておく必要がある。 

別表「比較的重要度の高い公文書の類

型」（１０年以上の保存期間が設定されて

いるもの）の重要度の高い公文書につい

て、職員は、当該類型を参酌して、文書等

を作成するものとする。（各実施機関の所

管課の事務・事業の内容は多様であり、当

該類型に当てはまらない場合があること

から「参酌」としている。） 

(３) その他 

略 

 


